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○
環
境
省
告
示
第
百
六
十
九
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三

十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い

基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
要
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日

環
境
大
臣

長
浜

博
行

公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
の
要
件

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
四
項
の
環
境
大
臣

が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
。

イ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

ロ

ゴ
ム
く
ず

ハ

金
属
く
ず

ニ

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
（
廃
石
膏
ボ
ー
ド
を
除
く
。
）

こ
う
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ホ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物

二

次
に
掲
げ
る
も
の
が
混
入
し
、
又
は
付
着
し
な
い
よ
う
に
分
別
し
て
排
出
さ
れ
、
か
つ
、
収
集
、
運
搬
、
保
管

又
は
処
分
の
際
に
こ
れ
ら
の
も
の
が
混
入
し
、
又
は
付
着
し
た
こ
と
が
な
い
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
。

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
別
表
第
五
の
下
欄
に

掲
げ
る
物
質

ロ

有
機
性
の
物
質

ハ

石
綿
を
吹
き
付
け
ら
れ
た
も
の
若
し
く
は
石
綿
を
含
む
も
の
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら

の
も
の
か
ら
除
去
さ
れ
た
石
綿

石
綿
保
温
材

(1)

け
い
そ
う
土
保
温
材

(2)

パ
ー
ラ
イ
ト
保
温
材

(3)

人
の
接
触
、
気
流
及
び
振
動
等
に
よ
り

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
石
綿
が
飛
散
す
る

(4)

(1)

(3)

お
そ
れ
の
あ
る
保
温
材
、
断
熱
材
及
び
耐
火
被
覆
材

三

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
五
八－

一
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
基
準
適
合
特
定
廃
棄
物
に
係
る
検
液

に
つ
い
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
半
導
体
検
出
器
を
用
い
て
測
定
し
た
結
果
、
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百

三
十
七
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。


